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【高浜市 2号・3号認定用】  

『教育・保育給付認定申請』のお知らせ 

～ 子ども・子育て支援新制度～ 

 

 

1. 子ども・子育て支援新制度について 

（１） 子ども・子育て支援新制度とは 

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地

域の子育て支援について、量の拡充や質の向上を進めていくための制度です。 

 

（２） 『教育・保育給付認定申請』について 

「子ども・子育て支援新制度」では、給付制度が導入されています。これは給付の対象となる幼

稚園や保育園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育などの施設を利用した場合に、その費用に

関して公費から給付を受けられることになります。そのため、これらの給付施設等の利用を希望す

る方は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。なお、認定は次の３区分です。 

※新制度に移行されない私立幼稚園を利用される場合は、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。 

 

【教育・保育給付認定の区分】 

認定区分 対象者 主な利用先 

１号認定 

【教育認定】 

３歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 

例）３歳以上で、両親のどちらかが専業主婦（夫）の場合など、お子さんがご家

庭での保育を受けることができる場合 

幼稚園、認定こども

園の幼稚園 

２号認定 

【保育認定】 

３歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭に

おいて必要な保育を受けることが難しい方 

例）３歳以上で、両親が共働き（もしくはひとり親で働いている）や病気などの

世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 

保育園、認定こども

園の保育園 

３号認定 

【保育認定】 

３歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭に

おいて必要な保育を受けることが難しい方 

例）３歳未満で、両親が共働き（もしくはひとり親で働いている）や病気などの

世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 

保育園、認定こども

園の保育園、小規模

保育、家庭的保育 

 

※ 2号認定、３号認定は、保護者の就労など保育が必要な時間によって保育園の利用時間が決ま

ります。 

・保育短時間 …保育短時間設定時間内（午前８時から午後４時まで）での利用 

  【事由：就労のほか、疾病・障がい、求職活動中の者など】 

・保育標準時間…保育短時間設定時間を超える保育を利用 

 

保育の必要量（保育時間）は、就労等の事由で保護者が保育することができない時間となり

ます。したがって、保護者の私的な理由での保育の利用はできません。 
 

（３） 認定期間について 

認定期間は原則として申込者からの希望の範囲で、小学校就学前までの「保育を必要とする」と

見込まれる期間とします。 

    ＊出産を理由とする場合は、出産予定日の２か月前の月初日から、出産日の２か月後の月末日まで

が認定期間、求職活動を理由とする場合は入園後 2 か月間が認定となります。【ご注意ください！】 
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（４） 『教育・保育給付認定申請』の対象者  

高浜市に住民登録している方、または、転入予定の方で、幼稚園、保育園、認定こども園、家庭

的保育、小規模保育など、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。 

なお、認定は、有効期間内において、「保育を必要とする事由」が変わる場合、就労時間の変更

により「保育の必要量」が変更となる場合など、教育・保育給付認定を変更する場合は、変更の申

請が必要になります。 

 

※申込み後に次のような変更があった場合は、必要に応じて書類の再提出・変更をしていただ

く必要があります。こども育成グループまで必ず連絡してください。 

・ 住所が変わったとき 

・ 家族構成や家庭状況が変わったとき 

・ 保護者（父母）の「保育を必要とする事由」が変わる場合、就労時間等の変更により「保

育必要量」が変更となる場合（新たに雇用証明書等を提出していただく必要があります。）   

 

 

 

 

 

□お問い合わせ先： 高浜市こども未来部こども育成グループ（いきいき広場３階） 

TEL：0566–95–9562 
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就 労 等 預 か り 保 育 の ご 案 内 

                令和７年１月現在 
                                               

保育内容 ３・４・５歳児の混合学級により保育 

申込みの要件 保護者の方の就労・出産・傷病・事故・入院等により、保育を必要とする園児 

実施園 実施日 時間 昼 食・おやつ 

高
浜
南
部
幼
稚
園 

開園日 
教育終了後～午後 4 時 30

分 

【おやつ】 

 500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

給食のない日：弁当持参 

長期休園日 
(夏季•冬季•春季) 

 

午前 8 時 30 分～午後 4 時

30 分 

【おやつ】 

500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

弁当持参 

＊土・日・祝日・園代休日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

吉
浜
幼
稚
園 

開園日 

午前 8 時 00 分～午前 8 時

30 分  

教育終了後～午後 6 時 00

分 

【おやつ】 

500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

給食のない日：弁当提供 420 円程度/食 

土曜日 

長期休園日 
(夏季•冬季•春季) 

代休日 

午前 8 時 00 分～午後 6 時

00 分 

【おやつ】 

開園日同様 

【昼 食】 

土曜日：弁当持参 

代休日・長期休園日： 

弁当提供 420 円程度/食 

＊日・祝日・12 月 29 日～1月 3 日を除く 

利用料 無償 「保育の必要性」の認定が必要 

 
※物価上昇によりおやつ代・弁当代等は変動する場合があります。 










